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広報

◆固定資産税・都市計画税（第 4 期）の納期限は、2 月 28 日（金）です
　市税は、市政運営の原動力であり、市民の皆様のために大切に活用させていただきます。市税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。
 問合せ 　なんば市税事務所　固定資産税グループ☎ 06-4397-2957（土地）、2958（家屋）

「行政キオスク端末」を区役所１階
に設置します

　窓口で待つことなく、マイナンバーカードをか
ざすことで、本人の戸籍証明・住民票・印鑑証
明・税証明等の各種証明書を簡単に取得いただけ
ます。また、戸籍証明以外の証
明書は窓口での発行より 100 円
安く取得いただけます。（※一部、
取得いただけない証明書があり
ます。）
 問合せ 　窓口サービス課 

（住民登録・戸籍） 
☎ 06-6267-9963

「障がい者控除対象者認定書」
　障がい者手帳の交付を受けていない方でも、
65 歳以上でねたきり高齢者または認知症高齢者
の方は、その程度が障がい者手帳の交付基準に準
ずる場合は、申請に基づき交付する「障がい者控
除対象者認定書」により、申告において、「障が
い者控除」または「特別障がい者控除」による所
得税や市府民税の軽減を受けることができます。
※税の控除の詳細につきましては、市税事務所及
　び税務署におたずねください。
 問合せ 　保健福祉課（保健福祉） 

４階 43 番 
☎ 06-6267-9857 
 FAX  06-6264-8285

　3 月 17 日（月）まで
②大阪市行政オンラインシステム：
　3 月 17 日（月）まで
・令和 6 年中に収入がある方
　（給与所得・雑所得（公的年金等・業務・その他）
　の申告のみ）
・令和 6 年中に収入がない方
③窓口での申告（土・日・祝休日を除く）
※受付期間の最初・最後の 1 週間や午前 9 時台
　は混雑が予想されます。

地域で子どもを見守る
子育てサークル・子育て支援施設

すくすく子育て

お知らせ

確定申告会場へ来場をお考えの方へ
　スマホでの申告はご自宅からでも可能ですの
で、e-Tax をぜひご利用ください。
　なお、確定申告会場ではスマホとマイナンバー
カードを利用して申告書を作成しますので、来場
される方は、①スマホ、②マイナンバーカード、
③マイナンバーカードのパスワード（2 種類）を
ご持参ください。
　入場には入場整理券が必要です。

 問合せ 　保健福祉課（子育て支援・保育）4 階 46 番　☎ 06-6267-9868  FAX  06-6264-8285

 と　き 　2 月 17 日（月）～ 3 月 17 日（月） 
〔土・日・祝日を除く〕 
相談受付時間　8：30 ～ 16：00 

（相談開始 9：15 ～）
 会　場 　梅田スカイビル会場
 ところ 　梅田スカイビル　タワーウエスト 10 階 

（北区大淀中 1-1-30）
 問合せ 　東税務署　☎ 06-6942-1101（代表） 

南税務署　☎ 06-6768-4881（代表）

詳しくは
こちら▶︎

マイナンバーカード
の有効期限や有効性
の確認方法について
はこちらから！

介護保険サービス利用にかかる費用
の医療費控除について

　医療系を中心とした介護保険サービスを利用し
た費用やおむつを購入した費用については、医療
費控除の対象となる場合があります。
　なお、申告には「領収証」が必要です。詳しく
は市 HP をご覧いただくか、お問合せください。
 問合せ 　保健福祉課（介護保険）4 階 41 番 

☎ 06-6267-9859 
 FAX  06-6264-8285

市民税・府民税の申告受付について
　送付または大阪市行政オンラインシステムによ
る申告をお願いします。なお、申告書は市 HP で
源泉徴収票などをもとに作成いただけます。
申告方法・受付期間
①市税事務所あて送付：

▲詳しくは
こちら

▲詳しくは
こちら

〇中央区役所６階会議室※平日のみ
2 月 17 日（月）～ 3 月 17 日（月）

（9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00）

統計の調査員大募集！未経験も可！ 
　　　　　 事前登録制 　 報酬あり 

　大阪市では、国勢調査などの基幹統計において
登録調査員として登録し、活動していただける方
を募集しています。
　登録には申請が必要ですので、計画調整局統
計調査担当（☎ 06-6208-7865  FAX  06-6231-
3751）または中央区役所総務課（☎ 06-6267-
9987  FAX  06-6264-8283）にお問い合わせく
ださい。

【直近の主な統計調査：令和７年国勢調査】
 期　間 　9 月初旬～ 10 月下旬までの約 2 か月 

（実働日数 2 週間程度）
 時　間 　空き時間で働けます。 

（24 時間内で応相談）
 報　酬 　1 調査区（約 40 ～ 70 世帯） 

50,000 円～ 
※担当調査区数（世帯数）で増減します。

 災害補償 　あり

アライグマを目撃したら…
　アライグマは外来生物法により特定外来生物に
指定されており、飼育、保管、運搬等することが
原則禁止されています。また、大阪市でも原則捕
獲、駆除をしていません。
⃝見つけても撫でようとしたり、近づいたりしな
　いでください。
⃝居着く原因となるため、エサとなるものを与え
　たり、放置したりしないでください。
⃝屋内に侵入された場合は、忌避剤やくん煙剤で
　追い出すようにしてください。
 問合せ 　保健福祉課（生活環境）1 階 11 番 

☎ 06-6267-9973 
 FAX  06-6267-0998

区内の教育の充実・発展と文化の振
興に寄与する事業に助成します

 対象団体 　市内に所在する幼稚園や小・中学校（私
立除く）、社会教育団体・生涯学習団体、
地域文化・まちづくり活動を行う団体

 申請期間 　2 月 12 日（水）～ 28 日（金）

詳しくは
こちら▶︎

中大江小学校
生涯学習ルーム事業

　「フラワーアレンジメン
ト」、「やさしい習字」等８
講座を開催しました。

 問合せ 　公益財団法人東教育財団 
☎ 06-6262-7363 
 FAX  06-6227-8058

　中央区では、13 の地域で地域の人たちが力を合わせて「子育てサークル」を開催し、
子育て世帯の方とお子さんが安心して遊んだり、地域の人たちと交流できる場を提供
しています。
　また、区役所内でも毎月第 4 水曜日に出産前から参加可能で、子どもと一緒に遊ん
だり、保育士に子育ての相談もできる「パンジーひろば」を開催中！気軽にお立ち寄
りください♪
　他にも、未就学のお子さんと一緒に遊びに行ける 6 か所の子育て支援施設がありま
す。詳しくは HP をご覧ください。

子育て
サークル▶︎

パンジー
ひろば▶︎

子育て支援施設
子育て情報マップ

（てくてくナビ）▶︎

〇なんば市税事務所※平日のみ
2 月 4 日（火）～ 3 月 17 日（月）

（9：00 ～ 17：30（金曜日は 19：00 まで））

ご注意：所得税の確定申告等については、税務署へ
東税務署　☎ 06-6942-1101
南税務署　☎ 06-6768-4881 

 問合せ 　なんば市税事務所 
市民税等グループ個人市民税担当 
☎ 06-4397-2953

―令和５年度にはこんな活動に助成しました―
（今年度は 16 学校園・52 団体に助成予定）

詳しくは
こちら▶︎

中央区障がい者基幹相談支援センタ
ーが移転しました

 移転先 　大阪市教育会館 3 階（法円坂 1-1-18）

※専用駐車場と駐輪場はありませんので、公共交
　通機関をご利用ください。
 問合せ 　中央区障がい者基幹相談支援センター 

☎ 06-6940-4185 
 FAX  06-6943-4666

大阪市
教育会館

中央区障がい者基幹相談支援センター
（大阪市教育会館３階）

▲詳しくは
　こちら

ご存知ですか？


